
新型コロナウィルス感染拡大などに伴い、派遣労働者の皆さまのための相談窓口を設置

しました。

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、派遣先から予期せぬ労働者派遣契約の契約解除

などが行われ、労働契約も解除されてしまった場合など、相談窓口にご連絡ください。

相談窓口：福島労働局 需給調整事業室

電話番号：０２４－５２９－５７４６

住 所：福島市霞町１－４６福島合同庁舎４階

開庁時間： ８時３０分～１７時１５分

※相談内容によっては、関係機関をご案内することもあります。

新型コロナウィルス感染拡大などに伴う派遣労働者の相談窓口の新設

担当：需給調整事業室 宮城 電話：024-529-5746
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